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新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第９項に基づく 

協力について（要請） 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、同感染症が新型イン

フルエンザ等対策特別措置法の対象疾患とされ、3 月 26 日に同法に基づく政府

対策本部が設置され、長野県におきましても、同日に新型コロナウイルス感染

症長野県対策本部が設置されました。 

 つきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 9 項に基づく

協力について、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部長(長野県知事)より

要請がありましたので、取り急ぎお知らせいたしますとともに、貴職ご多忙の

折、誠に恐縮ですが、貴会会員へご周知くださいますよう、お願いいたします。 

 

 














